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〜
〜
10
名
の
議
員
が
質
問
〜
〜

　

２
月
定
例
会
の
代
表
質
問
・一
般
質
問
は
、２
月
18
日 

・19
日 

の
２
日
間

に
わ
た
り
行
わ
れ
ま
し
た
。質
問
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
代
表
質
問
】

   

佐
久
間
儀
郎

   

髙
子
　
秀
明

【一般
質
問
】

  

佐
藤
　
龍
彦

  

四
竈
　
英
夫

  

大
内
　
卓
也

  

村
上
　
由
紀

  
大
森
　
貴
之

  
澁
谷
　
政
義

  

角
張
　
大
治  

  

佐
藤
　
秀
行

市
政
に
対
す
る

※

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
各
議
員
の
質
問
動
画
へ
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

代
表
質
問

一
般
質
問

令
和
７
年
度
施
政
方
針
に
つ
い
て 

令
和
７
年
度
施
政
方
針
に
つ
い
て

公
立
刈
田
綜
合
病
院
の
現
状
と
今
後
に
つ
い
て

本
市
農
業
の
現
状
と
今
後
に
つ
い
て

本
市
職
員
の
働
き
方
改
革
と
職
場
環
境
の
改
善
に
つ
い
て

白
石
城
開
門
30
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て

ス
フ
ィ
ア
基
準
と
Ｔ
Ｋ
Ｂ
＋
Ｗ
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て

本
市
の
防
災・減
災
対
策
の
充
実
に
つ
い
て

多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
に
つ
い
て

み
や
ぎ
蔵
王
白
石
ス
キ
ー
場
に
つ
い
て

対
応
に
向
け
た
適
切
な
支
援

が
図
ら
れ
る
ほ
か
、必
要
な
医

療
や
介
護
の
導
入
・
調
整
に
よ

り
、自
立
生
活
の
サ
ポ
ー
ト
を

円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

課
題
と
し
て
、認
知
症
に
よ

り
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す

行
動
が
み
ら
れ
て
か
ら
相
談

に
結
び
付
く
ケ
ー
ス
が
多
い
こ

と
、独
居
や
高
齢
者
の
み
の
世

帯
な
ど
、サ
ポ
ー
ト
す
る
親
族

が
不
在
の
場
合
、チ
ー
ム
が
介

入
し
て
も
、適
切
な
治
療
や
介

護
サ
ー
ビ
ス
に
結
び
付
く
こ
と

が
困
難
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

【
質
疑
】漏
水
調
査
業
務
の
調

査
方
法
と
調
査
箇
所
、調
査

費
等
の
詳
細
は
。

【
答
弁
】衛
星
を
活
用
し
た
漏

水
調
査
を
、県
内
11
事
業
体

と
福
島
県
１
事
業
体
で
共
同

で
行
な
っ
て
い
る
。

　

調
査
の
結
果
、半
径
１
０
０

水
道
事
業

公
営
企
業
会
計

メ
ー
ト
ル
の
円
を
基
準
と
し

て
87
カ
所
の
範
囲
で
漏
水
の

可
能
性
が
あ
る
と
示
さ
れ
、

そ
の
う
ち
30
カ
所
の
調
査
が

終
了
し
、令
和
７
年
度
は
残
り

の
57
カ
所
に
つ
い
て
、音
聴
調

査
等
の
地
上
調
査
を
実
施
す

る
予
定
で
あ
る
。

下
水
道
事
業

【
質
疑
】内
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
作
成
業
務
の
内
容
と
周
知

方
法
は
。

【
答
弁
】国
の
交
付
金
を
活
用

し
、令
和
５
年
度
か
ら
の
３

カ
年
で
、最
大
ク
ラ
ス
の
降
雨

を
想
定
し
た
浸
水
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
、内
水
浸
水

想
定
区
域
図
を
作
成
し
、雨

水
管
理
総
合
計
画
を
策
定
す

る
計
画
と
し
て
い
る
。

　

３
年
目
と
な
る
令
和
７
年

度
は
、内
水
浸
水
想
定
区
域

図
を
基
に
危
機
管
理
課
に
依

頼
し
、内
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

の
作
成
を
進
め
て
い
く
。

　

こ
れ
に
よ
り
、内
水
に
よ

病
院
事
業

【
質
疑
】医
業
収
益
中
、他
会

計
負
担
金
１
億
２
８
８
７
万

５
千
円
は
、医
業
外
収
益
に

算
入
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

【
答
弁
】医
業
収
益
中
、他
会

計
負
担
金
に
つ
い
て
は
、国
で

定
め
る「
繰
出
基
準
」に
基
づ

き
、「
救
急
医
療
の
確
保
に
要

す
る
経
費
」と
し
て
一
般
会
計

が
負
担
す
る
経
費
を
計
上
し

て
い
る
。

　

救
急
医
療
分
を
医
業
収
益

に
計
上
し
て
い
る
の
は
、交
付

税
の
算
定
や
決
算
統
計
上
、

病
院
事
業
会
計
に
お
い
て
、

医
業
収
益
に
計
上
す
る
必
要

が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

る
浸
水
情
報
と
避
難
方
法
等

の
情
報
を
、市
民
に
分
か
り

や
す
く
提
供
し
、円
滑
な
避

難
・
誘
導
の
実
現
や
平
常
時

か
ら
の
防
災
意
識
向
上
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。


